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衆
議
院
議
員
服
部
良
一
君
提
出
原
子
力
発
電
所
の
安
全
に
対
す
る
認
識
等
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す

る
。



衆
議
院
議
員
服
部
良
一
君
提
出
原
子
力
発
電
所
の
安
全
に
対
す
る
認
識
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
�
及
び
�
並
び
に
三
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

定
期
検
査
で
停
止
中
の
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
十
一
日
に
内
閣
官
房
長
官
、
経
済

産
業
大
臣
及
び
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
た
「
我
が
国
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
の
確
認
に
つ
い
て
（

ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
を
参
考
に
し
た
安
全
評
価
の
導
入
等
）
」
（
以
下
「
三
大
臣
取
り
ま
と
め
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
安

全
上
重
要
な
施
設
・
機
器
等
が
設
計
上
の
想
定
を
超
え
る
事
象
に
対
し
、
ど
の
程
度
の
安
全
裕
度
を
有
す
る
の
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
、
欧
州
諸
国
で
導
入
さ
れ
た
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
を
参
考
に
、
新
た
な
手
続
や
ル
ー
ル
に
基
づ
く
安
全
評
価
（
以
下

「
一
次
評
価
」
と
い
う
。
）
を
原
子
力
事
業
者
が
行
い
、
そ
の
評
価
結
果
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
省
原
子
力
安
全
・
保
安
院

（
以
下
「
保
安
院
」
と
い
う
。
）
が
確
認
し
、
更
に
内
閣
府
原
子
力
安
全
委
員
会
（
以
下
「
原
子
力
安
全
委
員
会
」
と
い

う
。
）
が
そ
の
確
認
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
確
認
を
行
っ
た
上
で
、
定
期
検
査
で
停
止
中

の
原
子
力
発
電
所
の
運
転
再
開
に
つ
い
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
、
内
閣
官
房
長
官
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
内
閣
府
特
命
担
当

大
臣
（
以
下
「
四
大
臣
」
と
い
う
。
）
が
、
原
子
力
発
電
所
の
運
転
再
開
に
当
た
っ
て
の
安
全
性
に
関
す
る
判
断
基
準
に
基

づ
き
、
地
震
・
津
波
に
よ
る
全
電
源
喪
失
と
い
う
事
象
の
進
展
を
防
止
す
る
た
め
の
安
全
対
策
が
既
に
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ

一



と
や
、
原
子
力
事
業
者
が
更
な
る
安
全
性
・
信
頼
性
向
上
の
た
め
の
実
施
計
画
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
等
に
つ
い
て
確

認
し
た
上
で
、
住
民
の
理
解
や
国
民
の
信
頼
が
得
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
も
踏
ま
え
、
そ
の
可
否
を
総
合
的
に
判
断
し
て

い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
三
大
臣
取
り
ま
と
め
を
踏
ま
え
、
保
安
院
に
お
い
て
は
、
同
月
二
十
一
日
に
、
「
東
京
電

力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
に
お
け
る
事
故
を
踏
ま
え
た
既
設
の
発
電
用
原
子
炉
施
設
の
安
全
性
に
関
す
る
総
合

的
評
価
に
関
す
る
評
価
手
法
及
び
実
施
計
画
」
（
以
下
「
実
施
計
画
」
と
い
う
。
）
を
取
り
ま
と
め
、
そ
の
中
で
、
原
子
力

事
業
者
が
定
期
検
査
中
で
起
動
準
備
の
整
っ
た
原
子
炉
に
対
し
て
一
次
評
価
を
実
施
し
、
保
安
院
が
そ
の
内
容
を
評
価
し
、

当
該
評
価
結
果
に
つ
い
て
は
原
子
力
安
全
委
員
会
に
報
告
し
原
子
力
安
全
委
員
会
の
確
認
を
求
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
、
原
子
力
安
全
委
員
会
に
お
い
て
は
、
同
日
に
、
実
施
計
画
を
妥
当
と
判
断
し
て
い
る
。

他
方
、
三
大
臣
取
り
ま
と
め
に
お
い
て
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
総
合
的
な
安
全
評
価
（
以
下
「
二
次
評
価
」
と
い

う
。
）
は
、
運
転
再
開
の
可
否
と
は
別
に
、
各
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
・
信
頼
性
の
継
続
的
な
向
上
を
図
る
た
め
に
行
わ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
班
目
原
子
力
安
全
委
員
会
委
員
長
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
二
次
評
価
に
よ
っ
て
不
断
の
信
頼
性
の

向
上
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
旨
を
発
言
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

一
の
�
か
ら
�
ま
で
及
び
�
に
つ
い
て

二



お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
と
し
て
は
、
原
子
力
発
電
所
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ

る
安
全
神
話
に
陥
る
こ
と
な
く
、
原
子
力
技
術
に
係
る
新
た
な
研
究
成
果
等
を
踏
ま
え
た
最
新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、

不
断
に
向
上
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
証
言
に
つ
い
て
は
、
政
府
が
当
事
者
で
な
い
訴
訟
に
お
い
て
、
当
時
原
子
力
安
全
委
員
会
委
員
長
の
職
に
な
か

っ
た
班
目
春
樹
氏
が
個
人
と
し
て
の
認
識
を
証
言
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
原
子
力
発
電
所
の
安
全
に
つ
い

て
は
、
い
わ
ゆ
る
安
全
神
話
に
陥
る
こ
と
な
く
、
最
新
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
、
不
断
に
向
上
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

一
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
保
安
院
に
お
い
て
、
公
開
の
会
議
で
外
部
の
専
門
家
の
意
見
を
聴
き
つ
つ
、
そ
こ
で
提
起
さ
れ
た

各
論
点
に
対
し
て
保
安
院
の
考
え
方
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
透
明
性
を
確
保
し
つ
つ
審
査
を
行
い
、
そ
の
上
で
、
保
安
院
に

お
い
て
審
査
結
果
を
取
り
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
、
適
切
な
検
討
過
程
を
経
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

三



原
子
力
安
全
委
員
会
及
び
保
安
院
は
、
現
行
法
令
下
に
お
い
て
、
原
子
力
の
安
全
の
確
保
に
つ
い
て
所
掌
し
、
そ
の
た
め

の
組
織
、
人
員
を
確
保
し
て
い
る
。

二
の
�
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
の
結
果
損
な
わ
れ
た
我
が
国
の
原
子
力

の
安
全
に
関
す
る
行
政
に
対
す
る
内
外
の
信
頼
を
回
復
し
、
そ
の
機
能
の
強
化
を
図
る
た
め
、
規
制
と
利
用
の
分
離
及
び
原

子
力
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
規
制
の
一
元
化
の
観
点
か
ら
環
境
省
に
原
子
力
発
電
所
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
規
制
等
を

担
う
原
子
力
規
制
庁
を
設
置
す
る
ほ
か
関
係
す
る
組
織
を
再
編
す
る
と
と
も
に
、
原
子
力
の
安
全
の
確
保
に
関
す
る
規
制
そ

の
他
の
制
度
に
つ
い
て
、
最
新
の
知
見
を
踏
ま
え
た
基
準
を
既
設
の
原
子
炉
施
設
等
に
も
適
用
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
、
重

大
事
故
対
策
の
強
化
を
図
る
こ
と
そ
の
他
の
所
要
の
措
置
を
速
や
か
に
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
国
民
の
不
安

を
和
ら
げ
る
た
め
に
も
、
一
日
も
早
く
新
た
な
原
子
力
安
全
規
制
制
度
と
防
災
体
制
を
整
え
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
三
日
に
原
子
力
安
全
委
員
会
が
取
り
ま
と
め
た
「
関
西
電
力
株
式
会
社

四



大
飯
発
電
所
三
号
機
及
び
四
号
機
の
安
全
性
に
関
す
る
総
合
的
評
価
（
一
次
評
価
）
に
関
す
る
原
子
力
安
全
・
保
安
院
に
よ

る
確
認
結
果
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「
自
然
現
象
と
し
て
地
震
及
び
津
波
な
ら
び
に
そ
れ
ら
の
重
畳
、
安
全
機
能
の
喪
失

と
し
て
全
交
流
電
源
喪
失
及
び
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
喪
失
を
対
象
と
し
、
こ
れ
ら
に
起
因
し
て
炉
心
（
燃
料
）
損
傷
に
至
る

ま
で
の
事
象
（
炉
心
損
傷
シ
ナ
リ
オ
）
を
同
定
し
、
こ
れ
を
対
象
と
し
て
裕
度
を
評
価
し
て
い
る
こ
と
を
、
保
安
院
が
確
認

し
た
こ
と
」
等
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
る
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
の
�
に
つ
い
て

御
指
摘
の
文
書
に
お
い
て
は
、
ま
ず
事
業
者
が
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
保
安
院
が
確
認
し
、
更
に
原
子
力
安

全
委
員
会
が
そ
の
妥
当
性
を
確
認
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

四
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

定
期
検
査
で
停
止
中
の
原
子
力
発
電
所
の
運
転
再
開
に
つ
い
て
は
、
一
次
評
価
を
事
業
者
が
行
い
、
こ
れ
を
保
安
院
が
確

認
し
、
更
に
原
子
力
安
全
委
員
会
が
そ
の
確
認
の
妥
当
性
を
確
認
し
た
上
で
四
大
臣
が
、
住
民
の
理
解
や
国
民
の
信
頼
が
得

ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
も
踏
ま
え
、
そ
の
可
否
を
総
合
的
に
判
断
し
て
い
く
と
し
て
い
る
が
、
い
ま
だ
運
転
再
開
の
可
否

を
判
断
し
て
お
ら
ず
、
お
尋
ね
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

五



四
の
�
及
び
�
に
つ
い
て

保
安
院
が
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
八
日
に
取
り
ま
と
め
た
「
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
の
技

術
的
知
見
に
つ
い
て
」
等
を
踏
ま
え
る
と
、
東
京
電
力
株
式
会
社
の
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
原
子
炉
に
つ
い
て
は
、
平

成
二
十
三
年
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
の
発
生
直
後
に
お
い
て
、
そ
の
安
全
機
能
を
保
持
で
き
る
状
態
に
あ
り
、
津
波
に
よ

る
全
交
流
電
源
喪
失
が
事
故
進
展
の
直
接
的
な
原
因
と
な
っ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
に
得
ら
れ
た
知

見
に
基
づ
き
、
関
西
電
力
株
式
会
社
の
大
飯
発
電
所
の
三
号
機
及
び
四
号
機
の
各
原
子
炉
に
お
い
て
、
福
島
第
一
原
子
力
発

電
所
を
襲
っ
た
よ
う
な
設
計
上
の
想
定
を
上
回
る
地
震
や
津
波
が
来
襲
し
て
も
、
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
の
よ
う

な
状
況
に
至
ら
せ
な
い
た
め
の
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
根

拠
に
つ
い
て
は
、
保
安
院
の
「
関
西
電
力
（
株
）
大
飯
発
電
所
三
号
機
及
び
四
号
機
の
安
全
性
に
関
す
る
総
合
的
評
価
（
一

次
評
価
）
に
関
す
る
審
査
書
」
に
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

な
お
、
大
飯
発
電
所
の
三
号
機
及
び
四
号
機
に
つ
い
て
は
、
御
指
摘
の
「
断
層
の
三
連
動
」
を
考
慮
し
た
地
震
動
に
対
し

て
も
、
一
次
評
価
で
確
認
さ
れ
た
安
全
裕
度
の
範
囲
内
に
収
ま
る
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
仮
に
御
指
摘
の
「
耐
震
バ
ッ
ク

チ
ェ
ッ
ク
」
に
よ
り
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
知
見
を
踏
ま
え
て
対
応
を
検
討
す
る
こ
と
と
な
る
。

六


